
環境影響評価の主な手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価方法書の作成 

環境影響評価方法書の公告・縦覧 

縦覧期間  H23.8.5～9.5 

意見書提出期間 H23.8.5～9.20 

現況調査 

H23 年度～H24 年度 

環境影響評価準備書の作成 

環境影響評価準備書の公告・縦覧 

縦覧期間  H25.5.7～6.6 

説明会  H25.5.17, 5.18 

意見書提出期間 H25.5.7～6.20 

住民等意見の概要及び見解書の作成 

住民等意見の概要及び見解書の公告・縦覧 

環境影響評価書の作成 

環境影響評価書の公告・縦覧 

縦覧期間  H26.3.4～4.3 

住民等意見 

住民等意見 

環境審査会 

知事意見 

知事意見 

事後調査報告書の作成 

事後調査報告書の公告・縦覧 

縦覧期間  R5.3.10～4.10 

環境審査会 

環境審査会 

事後調査 

平成 26 年度～令和 3 年度 

措置要請（必要に応じて） 


